
中核市議会における意見書取扱い状況（本会議における議決態様） 
（出典：議会制度検討特別委員会(平成２３年９月２８日開催)配布資料「議会運営調査資料(意見書協議状況)」） 

 

 本会議提出要件 

 
特になし 

議案提案要件 
を満たせば可 

全会一致 
協議の場で 
過半数決定  

うち全会一致でなくても 

議案提出要件を満たせば可 

函館市 ○    

旭川市  ○ ○  

青森市 ○    

盛岡市 ○    

秋田市  ○   

郡山市    ○ 

いわき市  ○   

宇都宮市  ○ ○  

前橋市 ○    

高崎市  ○   

川越市  ○   

船橋市 ○    

柏市  ○   

横須賀市  ○ ○  

富山市  ○ ○  

金沢市 ○    

長野市 ○    

岐阜市  ○ ○  

豊橋市  ○   

岡崎市  ○   

豊田市  ○   

大津市 ○    

高槻市 ○    

東大阪市  ○   

姫路市    ○ 

尼崎市 ○    

西宮市 ○    

奈良市  ○   

和歌山市 ○    

倉敷市  ○   

福山市  ○   

下関市  ○   

高松市  ○   

松山市  ○ ○  

高知市 ○    

久留米市  ○   

長崎市  ○   

熊本市 ○    

大分市  ○   

宮崎市 ○    

鹿児島市 ○    

 
１６市 ２３市 ６市 ２市 

  

平成２３年９月２８日議会制度検討特別委員会で配付された資料「議会運営資料(意見書協議状況)」中、「本会議提出要件」から引用。 

 追加分として、本市分及び高崎市[平成２３年４月１日中核市移行]は、平成２３年１１月１５日事務局より聞き取り調査。 


